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1轍）～19餅）年代アメリカにおける地方学区教育長の  
リーダーシップ   

ー「協働者（collaborator）」という役割志向とその内容分析一  

照屋 翔大＊  

1．問題意識   

本稿の目的は、学校の自主性・自律性が重視される中で、地方教育行政の専門  

家である地方学区教育長にはどのようなリーダーシップが求められるのかを、  

1980～1990年代のアメリカにおいて目指されるようになった教育長像と、事例学  

区における教育長のリーダーシップ行動の特徴を描くことを通して、明らかにす  

ることである。   

日本では、1998年の中教審答申において「学校の自主性・自律性の確立」が提  

唱されて以降、個別学校の権限拡大と賓任の明確化が目指されてきた。このよう  

な政策動向を背景に、学校の自主性・自律性を確立する必要条件として、校長を  

始めとする様々な教職員のリーダーシップや学校内部の組織変革などが、政策・  

研究の両面で高い関心を集めている。   

しかしながら、今次の改革において主要なエージェントとされる校長は、自ら  

が職務を遂行していく上で必要な力量に不安を抱いていること1）や、教育課程編  

成に関する裁量は拡大してきているものの、人事や予算に関する権限については  

不徹底であると感じているといった現実があること2）が先行研究によって明らか  

にされてきた。つまり、各学校は自律的に学校改善に取り組もうにも、学校内部  

に備えるべき基盤・条件が十分であるとは言い難い状況にあるといえる。   

ところが一方では、分権改革が進展する中で、教育委貞会廃止論3）も展開され、  

教育委員会の役割は軽視されてきているようにも見える。果たして、学校の自主  
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性・自律性を重視するということは、制度的にその管理運営を担う教育委員会の  

廃止や無用を意味するのだろうか。   

例えば、学校の自律化を1980年代後半より推し進めてきたアメリカの実践から  

は、教育委員会が学校を柔軟に支援する体制を構築することができるかどうかが  

各学校における自律的な学校改善を成功させる鍵である、という示唆が得られて  

いる4）。すなわち、学校の自主性・自律性の確立を真に実現するには、地方教育  

行政の重要性を認識し、その役割を捉え直していくことこそが不可欠なのであ  

る。   

では、学校を柔軟に支援する地方教育行政の体制を構築するには何が必要なの  

か。特に、地方教育行政の専門家である教育長には、今次の改革を通して、いか  

なるリーダーシップの発揮が求められるようになっているのか。自律性を確立し  

ようにも各学校はその内部条件を十分に備えていないという日本の現状を踏まえ  

るならば、これらの点について明らかにすることは重要な課題であると考える。  

2．課題設定   

本稿では、1980～1990年代のアメリカにおいて公教育統治の焦点が学区から学  

校へとシフトする中で、①学区教育長という職のあり方は全米レベルにおいてど  

のように捉え直されたのか、（むこの時期に学区を改善に導いた学区教育長のリー  

ダーシップ行動の特徴とはどのようなものであったのかという2点の課題解明を  

通して、冒頭の目的に迫りたい。   

アメリカでは、1980年代後半から権限と安住の再配分による公教育統治樽造の  

変革を基に、教育の質を保証するための公教育システム（教育アカウンタビリ  

ティシステム）の構築が目指されてきた。この間、教育目標の設定とその達成度  

の検証を行う州政策のあり方および教育活動の改善の場である学校の経営実態に  

対して、政策・研究の両面で高い関心が向けられてきた。しかし近年、真に学校  

の自主性・自律性の確立を可能とするためには、地方学区のあり方が決定的な要  

因であることが強く主張されるようになってきている5）。   

日本に比べてアメリカは、地方教育行政における教育委員会およびその長であ  

る教育長の政策決定、政策実施に関する専門性と影響力は大きい。そのため分析  
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1980、1990年代アメリカにおける地方学区教育長のリーダーシップ   

に際しても、この制度上の遠いについては十分留意する必要がある。しかし、  

1998年の中教審答申以降、自主・自律という新たな経常環境におかれることに  

なった学校に対して、未だにその状況に対応した、従前とは異なる行政支授を教  

育委員会は行うことができていないという中留他6）の指摘も踏まえるならば、ア  

メリカでの先行する一連の議論展開および実践事例に着目することは、本稿の問  

題意識に照らした際、有効であると判断できる。   

ところが、これまで日本において、そのような観点からアメリカの学区教育長  

に焦点づけた研究は十分に行われてきたとは言い難い。例えば、大学院における  

教育長養成の実態について考察した坪井7）、アメリカの教育長に関する歴史的研  

究のレビューを基にしながらその役割の変容とその専門性の特徴を論じた西  

束鋸、免許制度の実態からその力量形成機会について論じた八尾坂9）などがある。  

しかしそれらは、学校の自主性・自律性の重視という制度転換における教育長の  

役割やリーダーシップの変容を明らかにするという本稿の主題に応えてはいな  

い。  

3．分析材料   

まず課題（Dについては、学区教育長を中心的なメンバーとする専門職団体であ  

るアメリカ学校管理職協会（AmericanAssociation ofSchooIAdministrators．以  

下、AASA）が1993年に刊行した『教育長職のための専門職基準（Professional  

StandardsfbrtheSuperintendency）』に見出される教育長像を主たる分析材料とす  

る。後述するように、今日のアメリカにおける教育長のあり方に関する議論は、  

AASAが他の諸団体、例えば大学の研究者組織などを巻きこむ形で展開され、全  

米的な合意形成がなされていった。そういった合意形成の重要な契機の1つが  

1993年に行われた専門職基準の作成であった10）。したがってその内容は、当時目  

指された教育長像の典型を示していると考えられる。   

次に課題②については、ノースカロライナ州のエリザベス市－パスコタンク学  

区（Elizabeth City－Pasquotank PublicSchooIs．以下、E学区）で1992－2000年に取  

り組まれた学区施策を分析する。   

E学区は、州の東部に位置し、農業を主要産業とする田舎の地域にある。学区  
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の状況としては、学校数が10校、生徒数は6200人で、生徒の学習到達度は低く、  

その半数が給食無料措置の認定を受けるという経済的に貧しい地域であった11）。  

一般に、低学力や貧困等の問題を抱えた田舎の地域にある学区では、新規の改革  

施策に取り組むことや、施策を継続させていくことが困経であることが指摘され  

てきた12）が、E学区では1992年に着任した教育長・教育次長のリーダ←シップに基  

づく積極的な施策の展開によって、教員の主体的取り組みを核とした学校改善に  

向けた体制を構築することに成功した13）。   

本稿がこの事例を取り上げる理由は次の3点である。まず第一は、ノースカロ  

ライナ州は1989年に、「学校現場に基礎をおいた経営（site－basedmanagement）」  

や「教員の参加（teacherinvoIvement）」を盛り込んだ「学校改善と教育アカウン  

タビリティに関する法律（SchoolImprovement andAccountabilityAct）」を制定  

させ、学校の自律化に向けた政策を展開してきた点である。第二は、この改革の  

方向性をより強化するため、同法を改訂した「学校現場に基礎をおいた経営と教  

育アカウンタ ビリティ に関する法律（School－Based Managementand  

AccountabilityProgram、通称the ABCs）」の制定（1996年）に向けたパイロット  

事業に、E学区が参画していた点である。E学区における取り組みがノースカロ  

ライナ州における学校の自律化を一層推し進めたと考えられる。第三は、後で詳  

述するように、E学区においてこの教育長等のもとで作り上げてきた「私たちの将  

来の決定（Determining OurFuture）」というミッションステイトメントの内容に、  

AASAの認識と呼応するものが数多く含まれているという点である14）。そのた  

め、E学区での施策展開の過程には、学校の自律化が目指された1980～1990年代  

のアメリカにおいて必要とされた教育長のリーダーシップの特徴が見出されると  

考えた。   

分析データは、当時の教育長・教育次長による執筆論考、学区政策の教育行政  

関連文番、および現地で2007年3月に実施したインタビュー記録である。インタ  

ビュー対象は、当時の教育長（P教育長）および教育担当教育次長（M教育次長）、  

当時の実践に深く関わった小学校校長2名（W校長およびG校長。ただし、2007  

年現在W校長は小学校の教育課程・授業担当デイレクターとして事務局に勤務し  

ていた）と高等学校校長1名（H校長）である。  
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1980～1990年代アメリカにおける地方学区教育長のリーダーシップ   

4．AASAの1993年版スタンダードが示す教育長像  

（1）スタンダード設定の背景と内容   

アメリカでは、1980年代後半以降、「第2の波」と称される一連の教育改革が実  

施された。そこでは、「学区からの分権化、個々の学校の一層の自律化」が目指さ  

れ、SBM（School－BasedManagement）という思想、システムが全米で広がりを  

持って導入されていった。SBMとは、「学区教育行政当局（schooldistrict o琉ce）  

のもとにあった学校経営（schooladministration／management）に関わる諸権限（人  

事・予算・カリキュラム等）と責任を各学校へ移行し、学校現場（school－Site）ご  

とに自律的な教育経営を行うこと、あるいはそのための教育経営制度を意味す  

る」15）と定義される。この定義に示されるように、これまで地方レベルにおいて  

公教育の管理運営主体であった学区当局から多くの権限が学校へと委譲され、  

個々の学校を改革の基礎的ユニットとして位置づける統治構造が一連の改革を通  

してつくりあげられた。   

このような学区を取り巻く環境変動のなかで、多くの教育長は職務遂行の過程  

において、これまでとは質的に異なる困難を感じていたことが予想される。例え  

ばそれは、「今後も学区教育長職を継続していきたいか」という質問に対して、半  

数以上の現役教育長らが、「今後10年以内に離職したい」という否定的意思を表明  

していたこと16）や、教育長職に対してストレスを抱えている教育長が増加傾向に  

あるという調査結果にその一端が表れていよう。ただし、この調査結果において  

より重要なことは、そのストレスを生んでいる最大の要因として、「大学院で受け  

てきた養成プログラムが実際の職務に対して不十分である」17）ということが挙げ  

られた点である。この点は特に、学区教育長に必要な知識やスキルに関する全米  

的な議論の中核を担い、その養成のあり方について継続的に議論を蓄積してきた  

AASAに大きな課題を突きつけることになった。   

AASAは1982年に『学校管理職養成のためのガイドライン（第2版）（Guideline  

forthePreparationofSchooIAdministrators）』（以下、1982年版ガイドラインと  

する）を刊行1糾し、1980年代における教育長をはじめとした学校管理職のあり方  

とその養成の枠組みを捷示してきた。しかし先に示した調査結果は、今後はそこ  

で示される内容とは異なる枠組みで教育長職を捉え、養成していく必要があると  
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いうことに他ならない。   

そこでAASAはこの1982年版ガイドラインをベースにしつつ、その後の10年間  

に蓄積された研究成果も跨まえ、これからの教育長に必要な知識・スキルを示し  

た8領域からなる専門職基準を策定し、1993年に『教育長職のための専門職基準』  

（以下、1993年版スタンダードとする）を刊行した（表1の右半分を参照）。当然、  

本スタンダードは、先に示した調査結果や1980年代後半以降の情勢も踏まえ、ス  

タンダードに則った養成や現職研修を通して、「学区レベルでの意思決定事項が  

益々分権化され、各学校はより自律的になっていくSBMという改革のトレンド  

に対応する」リーダーシップの基盤獲得をねらいとしている19）。  

1993年版スタンダードは、教育行政官や教育長、校長、一般教員といった教育  

関係者に加え、研究者や企業人など各界からの計100人の「陪審員」Oury oflOO）  

と議論を重ねて策定された。併せて、全米教育経営学教授会譲（National  

Conference ofProfessors ofEducationalAdministration：NCPEA）や教育経営学大  

学協議会（University Councilfor EducationalAdministration：UCEA）の会員から  

もコメントをもらっている20）。このように本スタンダードの策定はAASAのイニ  

シアティブによるところが大きいが、多くの関係者を巻き込む形で策定が進めら  

れたという経緯を鑑みると、ここで示された教育長職の捉え方は、当時のアメリ  

カにおける一定程度の合意と考えることができる。  

（2）1993年版スタンダードで目指された教育長職のあり方   

表1は、1982年版ガイドラインと1993年版スタンダードのそれぞれが教育長職  

に要求した知識・スキルの領域を並記したものである。   

これによると、1993年度版スタンダードでは、リーダーシップやガバナンス、  

コミュニケーションなど1982年版ガイドラインには示されなかった概念が並んで  

いる。そのような枠組みで教育長職を捉えようとする理由を1993年版スタンダー  

ドは、「統制（control）、規則（order）、質（quality）、効率（efficiency）ばかりを  

強調する時代遅れのリーダーシップのスタイル（outdatedstyle ofleadership）」  

から「協働的リーダーシップ（collaborativeleadership）」への転換と明記してい  

る。つまり、従来は教育行政施策実施の「執事（stewards）」や「組織の管理者  
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1980～1990年代アメリカにおける地方学区教育長のリーダーシップ  

衷1 ガイドラインとスタンダー ドの枠組みの比較  

1982年版ガイドライン   1993年版スタンダード   

能力1：学校風土改善プログラム   基準1：リーダーシップと学区の文化   

能力2：政治的理論とスキル   基準2：政策とガバナンス   

能力3：全体的な学枚カリキュラム   基準3：コミュニケーションと地域関係   

能力4：教授活動マネジメントシステム  基準4：組織マネジメント   

能力5：職能開発と評価システム   基準5：カリキュラムの計画と開発   

能力6：資源の分配   基準6：教授上のマネジメント   

能力7：研究の活用   基準7：人的資源とマネジメント  

基準8：リーダーシップの価値と倫理   

＊AASA（1982）の7貫から9頁とAASA（1993）の6貫から12頁をもとに筆者が作成   

（managers oforganization）」21）として捉えられてきた教育長職であったが、今後は  

「この多文化社会に生きるすべての子どもたちにとって質の高い教育を授供する  

ことができるように、可能な限りすべての資源を呼び集める（rally）ことができ  

る能力の高い協働者（co11aborator）」22）として職にあたることが重要であるという  

認識から 、目指すべき教育長像の転換を図ったのである。   

例えば、リーダーシップとは、「あるシステムや制度を改脅するにあたって、新  

しいビジョンを明らかにして、目標や政策を導き出し、その実硯のために構成員  

を動機づけ協働関係をつくって行動計画を創造し、一定の変化を生み出す行為」  

と理解され、「常軌的な管理活動（administrativeprocess）」を意味するマネジメ  

ントとは分けて捉える必要がある23）。また、ガバナンス（英治）やコミュニケー  

ションなども、人・組織のつながりやそこでの創造的活動を意図する概念といえ  

る。いわば、それまでの教育長職のイメージが「静態的」であるのに対し、1993  

年版スタンダードは、教育長職のイメージを「動態的」に捉えようとしていたと  

いうことができよう。   

そのため、スタンダードの各項目には、「教育長は次のことを知り、またできる  

ようになるべきである（A superintendentshould knowandbe able to）」という  

書き出しで始まる指標が定められた。これらの指標は基準に準じて獲得すべき知  

識やスキルを具体的に示している24）。さらにこれらの指標に基づいた養成プログ  

ラムを通して、「現場で有効に機能するために必要な職務遂行能力」の獲得が目指  
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された25）。すなわち、これらの指標がこれからの教育長に求められる職務の詳細  

を示しているのである。先に指摘した、リーダーシップやガバナンス、コミュニ  

ケーションといった1993年版スタンダードではじめて求められるようになった項  

目に特に着日してみると、「自学区が抱える課題に対応した政策立案・実施能力の  

重要性」や、「地域に存在する様々な資源の活用」、「敦貞との協働関係の構築」な  

どが指摘されている。   

では、それらの職務を遂行する中で発揮されるべき「協働的リーダーシップ」  

は具体的にどのようなリーダーシップ行動によって具現化されるのか。以下では  

これらの項目に着日しながら、E学区における施策展開とそこでのP教育長の  

リーダーシップ行動について分析を行う。  

5．「協働性の構築」に向けたP教育長のリーダーシップ行動の特徴  

（1）「協働性の構築」という学区の役割の明確化   

冒頭でも述べたように、E学区はこの間の改革を通して、学区における教育行  

政や学校経営の支柱となるミッションステイトメントをつくり上げてきた。そこ  

には学区全体としての教育目標のみならず、その目標を達成する上で学区が果た  

すべき役割についても明記されている。  

「学区は保護者、地域住民、民間企業や関係諸機関と、コミュニティを形成しな  

ければならない」、「学区の役割とは、学校及び教室レベルにおける継続的な改善  

を奨励し、支援しうる基礎（capacities）を創造することである」、「学区事務局は  

この学区全体において継続的改善がなされるよう、全ての教職員の職能開発を継  

続的に行うことに対して責任を負わなければならない」26）などの文言に示される  

ように、ここで強調されているのは、学校での継続的改善を支援するような協働  

的関係性を学区内に構築するという学区の役割である。   

その意味において、P教育長のリーダーシップ行動には前掲のAASAが求めた  

教育長像に見られる「協働的リーダーシップ」の具体的内容が示されていると想  

定される。以下では、学区内の協働性構築に向けてP教育長はどのような施策を  

展開してきたのか、そのリーダーシップ行動にはどのような特徴が見られるのか  

という両面から事例分析を試みる。  
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（2）E学区における展開施策の内容   

E学区で取り組まれた施策の内容は、①「授業評価に関する施策」、②「教員の  

職能開発に関する施策」、③「データの収集・分析に関する施策」、④「学区予算  

の配分に関する施策」の4点に整理できる27）。それぞれの概要は以下の通りであ  

る。  

1）授業評価に関する施策  

①学区に適した評価指標の設定   

州法は、州内の学区および学校に対して、教育成果を測る指標の設定と、その  

指標に基づいた学校改善計画の策定を要求していた28）。学区は学校段階・学年段  

階別の、また多領域にわたる評価指標を開発した。すなわち、E学区は州法が定  

めるよりも質・量ともに充実した学校評価指標を開発した29）。  

②教員による自己診断のための授業診断シートの作成  

1995年度より「授業診断シート」の作成を進め、1996年度開始時にはK－8の教  

員を対象とした読みと筆記の授業に関する診断シー トを作成した。これは、「本時  

の目的を明確に生徒に伝えることができたか」や「生徒は積極的に教員の箭を聞  

いていたか」など、授業の具体的な進め方や授業中の様子などについて問う項目  

それぞれについて教貞自身が4段階評価をチェックボックスに行う形式のもので  

あった30）。  

2）教員の職能開発に関する施策  

1980年代後半以降の多くの教育アカウンタビリティ政策は、多項目選択式テス  

ト（multiple－Choice test）の結果を、教育の質を測る上での主な評価指標としてい  

た。そのため、授業実践も短回答（shorトanswer）のテスト方式にあわせたものが  

一般的であったという31）。   

しかしE学区は、そのようなテストに対する準備学習よりも、「高度な思考力  

（higher－Orderthinking）」の育成を教育ビジョンとして措いていた。そこで学区は  

そのような能力の育成のために必要な学習評価の実践（classroom assessment  

practice）に関する研修をサマーセッションとして2日間実施した。W校長によれ  

ば、研修には学区事務局のスタッフと学校長だけでなく、夏季休業中にもかかわ  

らず自発的に参加した教員も少なくなかったという。研修は、講義形式ではな  
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く、参加者による討議を中心として行われた。具体的には、シュレヒティー32）  

（Schlechty；f！C．）の文献などを用いて、生徒にとって意味のある授業とは何か、  

それを生み出す授業実践とは何かについて討議がなされた。  

3）データの収集・分析に関する施策   

教育長等は、校長に対して自校の生徒の学習到達度に関する情報や授業実践に  

関する最新の研究成果の情報を集めることを推奨してきた。1995年度以降は特  

に、できるだけ多くの教員がそのような活動を積極的に行えるよう、時間を確保  

し、それを学校文化として根付かせることを強く校長に求めた。これにより、あ  

る学校では自校の生徒の状況を把握するために独自の評価指標を作成するなど、  

少数ではあるが教員一人ひとりが中心となり、学校改善に取り組む機運が生まれ  

てきた33）。  

4）学区予算の配分に関する施策   

学区は限られた財政資源を有効活用するために、教員を資源配分の決定過程に  

参加させるという方策を探った。その理由は第一に、資源配分をめぐって、本来  

統一された組織体であるべき学校間において意図せざる争いが起こらないように  

するためであり、第二には、学校改善を行っていく上で学校は資源配分に多くの  

権限を有しているということを実感させるためであった鋼）。そのため、テクノロ  

ジーと教員の職能開発（technologyandsta＃development）への資源配分に関す  

る事項を各学校が策定する学校改善計画に盛り込ませ、学校間での衝突が起こら  

ないように各学校からの教員代表をその決定プロセスに参加させた。  

（3）教育長によるリーダーシップ行動の特徴   

これらの施策は当初からすべてがデザインされていたのではない。P教育長が  

「学区変革の過程は私たちが予定していたよりもゆっくりとしたものだというこ  

とに気がついた」35）と述べるように、これらの施策は教育長をはじめとする学区  

事務局が教員や学校の実態を把撞しつつ、様々な関係主体との協働を通じて積み  

重ねられていったものだといえる。以下、AASAの1993年版スタンダードが提示  

した、「自学区が抱える課題に対応した政策立案・実施能力の重要性」、「地域に存  

在する様々な資源の活用」、「敦貞との協働関係の構築」に関連させて、P教育長  
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のリーダーシップ行動の特徴について分析する。  

1）学校の現状把握に基づく学区教育ビジョンの形成と共有  

1992年の着任後にP教育長が自身の課題としたのは、教員の授業実践を方向づ  

ける基盤となる学区教育ビジョンを学区全体に浸透させることであった。先述の  

ように彼は、「高度な思考力」の育成を目指す改革に取り組もうとしていた。子ど  

もが学校を卒業した彼の生活を見越した教育が必要だと考えたのである36）。しか  

し、教員の多くはその目的の達成に適した授業実践について修得していなかった  

ため、教育長は早急にそのような能力の育成を核とした教育ビジョンおよびそれ  

に基づく実践の形を教員に浸透させる必要があると考えた。   

そこでまず、学区教育ビジョンを具現化する評価指標の設定とそれに関連する  

学習評価実践についての教員研修を実施した。学区独自の評価指標は、教育長・  

事務局がその原案を作成し、校長・教員・郡の行政官・地域住民の計21人からな  

る学区全体委員会（unit－wide committees）での検討を経て設定された37）。ただし、  

これらの指標は恒常的なものではなく、学校現場との対話を通してその運用方法  

が見直されていた。   

中でも特徴的なことは、教育長等が、指標に対する学校現場の理解・協力を得  

るため、学区内の全学校を訪問し、学校ごとに丸一日かけて教員と意見交換を  

行ったことである。このときの印象についてP教育長は、「学区の規模や人的資源  

の観点から当初設定した指標はあまりに数が多く、指標にかかわるデータの収  

集・分析を学校現場で十分に行うことができていないことに気づかされた」と述  

べている。そのため実際に教育実践に携わっている教員の意見を尊重するかたち  

で、一度は学区全体委員会で設定した評価指標ではあったが、それらを「状況に  

あわせて、選択的に実際の評価項目として使用する」（M教育次長）ことにした  

のである。つまり、学校現場との綿密な対話を通して評価指標の有効性を捉える  

とともに、そこで得た各学校の実態に基づいて、評価指標の内容とその実施方法  

の改善に取り組んだのである。言わば、改革の中核である学区教育ビジョンを十  

分に浸透させるため、教育実践の主体である教員との地道な対話を通じて、学校  

や教員が抱える現状に適した評価指標の設定やその内容の変更に力が注がれたの  

である。  
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2）地域に開かれたコミュニケーションチャンネルの確立   

P教育長が学区改善を進めていく上で重視したのは、何も教員との関係だけで  

はない。保護者・地域住民の理解・協力を得ることを目的に、様々なツールを用  

いながら、相互の関係を開かれたものにしようとする事業にも並行して取り組ん  

でいる。例えば、学区が作成した保護者と生徒向けのパンフレットによれば、学  

区はケーブルテレビ番組を作成し、教育ビジョンとそれに基づく実践の成果を発  

信していた。また保護者が校長、進路カウンセラー、担任などに学校数育に関わ  

る様々な事項（宿題、行事、ランチメニューなど）について24時間電話相談がで  

きるボイスメールシステムを導入した38）。このようなシステムを学区内に構築す  

ることで、地域住民に開かれた学区文化を形成していったのである。  

3）教員による授業実践の振り返りの促進   

施策展開の過程で、教育長は自身らが描いていた教員像と、学区に在籍する教  

員の実態との間に敵靡があることに気がついた。彼は、教員の多くが修士号を所  

持していると想定し、新しい授業方法を提案した研究成果等にも親和性が高いと  

考えていた。ところが実際には、教員の多くが読み・筆記・計算の教授に不安を  

持ち、その上、学習到達度の低い生徒（at－riskpopulations）に対する授業の進め  

方についてはほとんど訓練を受けておらず、そのような生徒に対してどう授業を  

行えばよいのかを理解していなかった3射。そのためにも教員たちは、「この学区の  

子どもにとって今何が必要なのか」を知ることが必要だったのである。   

そこで教育長は、上述した学習評価の実践に関するサマーセッションや教則こ  

よる自己評価のための授業診断シートの作成、学校予算配分過程への教員の参加  

に加えて、生徒にとって「質の高い授業活動（叩alitywork）」とは何かを調査研  

究する「研究者としての教員（teacherasresearcher）」施策に取り組んだ。  

「研究者としての教員」施策とは、授業の効果を振り返り、生徒が学習に意味を  

見出せるような授業とは何かについて教員自身が考えるという、教員を主体とし  

た研究組織を立ち上げようとする施策である。この背景には、教育長等の「教員  

による日々の教育活動が経験や伝承（払1klore）に基づくものではなく、確固とし  

た研究成果に基づくもの（research－based）であるべきだ」40）という考えがある。こ  

の呼びかけに対して、勤務校種の異なる50人の教員が賛同し、自発的に集まった。  
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彼らは、生徒に対して「どのような授業ならば受けてみたいと感じるか」につい  

てインタビュー調査を行い、学区の子どもたちに必要な「質の高い授業」の要件  

を明らかにし、授業改善に取り組み始めた41）。   

ここでの教育長のリーダーシップ行動として特徴的なことは、これらの施策が  

すべて、学区の子どもたちに今必要なこととは何か、それに向けて教員自身が適  

切な実践を行えているのかを振り返り、改善につなげていくきっかけを与えよう  

とするものであったということだ。例えば、サマーセッションでは、前述したよ  

うに、生徒にとって意味のある授業とは何か、それを生み出す授業実践とは何か  

について深い討諌を行うものであった。また、学校予算配分過程への教員の参加  

なども、「今、何に予算を投入すべきか」について意見を述べていくなかで、「今、  

何が子どもたちにとって必要なのか」を考えるきっかけを与えるものであった。   

このように継続的な学校改善に向けて、教員自身が自らの授業実践のあり方に  

射しリフレクティブになれるような場やネットワークの形成に教育長のリーダー  

シップが発揮されたのである。  

（4）小括   

以上から、①改革の枠組みとなる教育ビジョンの確立、②コミュニケーション  

のネットワーク化によるビジョンの浸透、③改革過程に主体性を持たせ組み込ん  

でいくことによる、教員の改革に対する意識の変容というように、教育長が改革  

の進展状況を的確に捉えながら施策を展開してきたからこそ、E学区は上述のよ  

うな成果を挙げることに成功したと考えることができる。   

教育長は、学区としての教育ビジョンの浸透を目的として、教育実践の主体で  

ある教員および学校教育の当事者であるべき保護者・地域住民に対して学区施策  

の形成や実施に参加する機会を広く開放し、それによって学区全体の教育ビジョ  

ンを確かなものへと作り上げていった。その後のE学区における様々な改革施策  

はすべてこのビジョンを基に進められていく。綿密な双方向型の対話の過程を通  

して、学区に存在する様々な主体の目指すべき方向性を協働的に集約したからこ  

そ、E学区では各学校の自律的な改善を促すことができた。また、「学区の子ども  

たちにとって今必要なことは何なのか」という視点から教育実践を捉え直し、そ  

59   



の枠組みを変更していくことによって、学区にとって適切なカリキュラムの開発  

や学校予算の配分を行うことができたのである。   

このように「高度な思考力の育成」という学区における重点目標を核としなが  

ら、教育実践の主体である教員や、学校数育の当事者である保護者・地域住民の  

主体性を喚起し、相互に開かれたネットワークを構築するというP教育長のリー  

ダーシップは、AASAが提起した「協働的リーダーシップ」の具体的内容を示唆  

するものと理解することができる。  

6．結論と今後の課題   

本稿は、学校の自主性・自律性が重視される中で、地方学区の教育長にはいか  

なるリーダーシップを発揮することが求められるようになってきたのかについて  

明らかにするべく検討を進めてきた。  

1830年代の終わりごろに成立したといわれるアメリカの教育長職は、歴史的  

に、実に様々なイメージでもって語られてきた。このことは、各時代背景のなか  

で学区教育長は仕事のあり方やリーダーシップのあり方を様々に変化させていく  

必要があったことを物語っている。  

1980年代後半以降、学校の自主性・自律性の確立が目指される中で、教育長は  

「協働者」として、教員一人ひとりが自身のこれまでの教育実践と今後の教育実践  

のあり方についてリフレクティブになれるような協働的な場の創造あるいは多様  

なネットワークを構築するために、学区内に多様な主体同士の結びつきを生み出  

す機会を意識的に設け、彼らのコミュニケーションの活性化と意織の共有化を促  

すリーダーシップが求められるということを、本稿は明らかにすることができ  

た42）。さらに、そのようなリーダーシップが発揮されることによって、学区全体  

の教育目標に統一性が生まれるというだけでなく、ネットワーク間の多様な結び  

つきを通して相互にリフレクティブな関係が構築され、目標の更なる精微化と共  

有化が促され、学校改善が促進されるという循環を学区内に生起させる可能性が  

あることも示唆された。   

本稿が明らかにしてきた教育長のリーダーシップは、地方における教育行政の  

中心としてその管理運営を担うべく、統制や命令といった形で発揮されてきた従  
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来型のそれとは明らかに質が異なっている。学校の自主性・自律性の確立という  

制度改革の中で、校長はかつてのような、「教育長の代理執行役」ではなく、「学  

校におけるあらゆる組織要因を教授・学習活動の質的改善につながる条件として  

位置づけ、（中略）個々の教職員・親・地域住民と協働し、さまざまなかたちで  

リーダーシップの共有を図りながら継続的に改善するという役割」を担う「経常  

費任者」として位置づけなおされた43）。そのため、校長を中心とした各学校にお  

ける学校改善を助長するようなリーダーシップが教育長には求められるように  

なってきたのである。しかしながら、本稿が着目した敢貞との協働や保護者・地  

域住民との開かれた関係構築などは、自律的学校経営の責任者たる校長に求めら  

れるリーダーシップの一部でもある。では、そこにはどのような遠いがあるの  

か。   

本稿の分析からは、校長が自校を核としたネットワークの構築着であり経営実  

践者であるのに対して、教育長は校長による各学校での学校経営実践を支えるビ  

ジョンや地域基盤を作りあげるとともに、各学校での経営実践をネットワークで  

結ぶ「協働者」としてのリーダーシップがより大きく求められることが推察され  

る。E学区のような地理的、財政的、人種構成上の特徴を有した学区では改単行  

動が起こりにくいとこれまで考えられてきた。その理由として、「地理的・財政的  

な制約から教職員や校長の職能開発に有益な研究発表会やワークショップなどに  

参加することができず、どのように改善に取り組んでいけばよいのかその方策を  

知るすべさえない」44）ということが指摘されてきた。ここに示されるように、各  

学校単位で学校改善に取り組もうにも、それを支持・促進する基盤が不十分な学  

校は少なくない。個々の学校の実情を踏まえつつ、学区全体に改尊のための支持  

基盤を広げていくという点に、地方教育行政の専門家である教育長の果たすべき  

リーダーシップの独自性が一層求められるようになったのだといえよう。   

本箱は、学校の自主性・自律性の確立という制度改革を契機として、求められ  

る教育長像やリーダーシップにいかなる変容が見られるかを主たる関心としたた  

め、教育長のリーダーシップと学校経営過程の変容の実際との関連については十  

分に言及することができなかった。今後は各学校レベルでの改善過程に目を向け  

ながら、教育長のリーダーシップの有効性を捉え、また校長のリーダーシップと  
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の質的な遠いについてより詳細に分析を進めていくことを研究課題とする。  
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The Leadership ofSchooISuperintendent from  

the1980s to1990sin the United States：  

A trend ofthe recognition of thefunction  

as“collAborator”andits case study  

Shota TERUYA  

The purpose of this paperis to analyze theleadership of schooI  

SuPerintendentfromthe1980s to1990sinthe UnitedStates・Fbrthis purpose，  

this paper analyzes the fo1lowing two su切ects：1）how have American  

Association of SchooIAdministrators（AASA）changed theirimage and  

打amework ofsuperintendency？2）whatkinds offeatures didthe superintendent  

have，Who could achieve great success at that time？  

At first，based on the analysIS OfAASA’s standards ofsuperintendency；this  

paper explains the AASA，sframework ofsuperintendentleadership has changed  

h：Om“Outdated style ofleadership and managementthat stress control，Ordeち  

quality and efficiency”to“collaborativeleadership”．It means theimage and  

打amework of schooIsuperintendent has changed from“stewards”or“managers  

Of organization’’to“skilled collaborators to support better education for all  

Childrenlivingln Our multiculturalsociety”．  

Second，this paper analyzes the casein Elizabeth City－Pasquotank Public  

SchooIs，NC from1992to2000．This paper explains this case shows three  

Characteristic styles of superintendentleadership；1）develop and share the  

district education visions which based on the schooIs’actualconditions，2）build  

COmmunication channels to the community；3）foster the reflections by teachers．  

Based on these analyzes，this paper concludes schooIsuperintendents as  

‘collaborator’should exercise their co11aborativeleadership to support pnncipal’s  

work through making networks which connect schools and cornmunity or 

buildingfundamentaleducationalvision．  
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